
議案第８６号 

 

   所沢都市計画事業狭山ケ丘土地区画整理事業施行に関する条例及び所沢都

市計画事業所沢駅西口土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

 

 所沢都市計画事業狭山ケ丘土地区画整理事業施行に関する条例及び所沢都市計

画事業所沢駅西口土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する条例を別

記のとおり制定する。 

 

  令和５年 ９月 １日提出 

                 所沢市長 藤 本 正 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の一部改正に伴い、所要の改

正を行うため、本案を提案するものである。 
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   所沢都市計画事業狭山ケ丘土地区画整理事業施行に関する条例及び所沢都

市計画事業所沢駅西口土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正す

る条例 

 （所沢都市計画事業狭山ケ丘土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正） 

第１条 所沢都市計画事業狭山ケ丘土地区画整理事業施行に関する条例（昭和 

６１年条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

  第２７条第２項第１号中「普通地方長期資金（財政融資資金の管理及び運用

の手続に関する規則（昭和４９年大蔵省令第４２号）第１５条第２項に規定す

る普通地方長期資金」を「財政融資資金（財政融資資金法（昭和２６年法律第

１００号）第２条の財政融資資金」に改める。 

（所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理事業施行に関する条例の一部改

正） 

第２条 所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理事業施行に関する条例（平成

２７年条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第２７条第２項第１号中「普通地方長期資金（財政融資資金の管理及び運用

の手続に関する規則（昭和４９年大蔵省令第４２号）第１５条第２項に規定す

る普通地方長期資金」を「財政融資資金（財政融資資金法（昭和２６年法律第

１００号）第２条の財政融資資金」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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